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2018 年３月期決算発表の遅延および今後の決算開示に関するお知らせ 
 
 
 弊社は、2018 年３月期決算発表の内容を本日開示いたしましたが、2018 年５月７日付「弊社製

品の一部に関する不適切行為および決算発表延期に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたと

おり、2018 年３月期の決算発表を延期しておりました。この度、当該開示が期末後 50 日を超える

こととなったことから、その理由と次年度以降の決算開示につきまして、下記のとおり、お知らせ

いたします。 

記 

 

１． 決算内容の開示が決算期末後 50 日を超えた理由 

2018 年５月７日付「弊社製品の一部に関する不適切行為および決算発表延期に関するお知ら

せ」にてお知らせいたしましたとおり、2018 年３月期の決算発表につきまして、不適切行為に

伴う費用発生の可能性と影響額の見積もりに関して慎重に確認作業をすすめてまいりました。 

また、当社と利害関係を有しない外部の弁護士を中心とした有識者を構成員とする特別調査委

員会を設置し、不適切行為に関する調査を継続しております。 

現時点において、重大な費用発生につながる事象が認められないことから、本日決算内容の

確定に至り、決算内容の開示が決算期末後 50 日を超えることとなりました。 

なお、本日開示の 2018 年３月期決算短信におきまして、連結財務諸表の注記事項として、偶

発債務についての注記を記載しております。 

 

２． 今後の決算の開示について 

弊社は、今回の決算開示が遅延したことを厳粛に受け止め、次年度以降の開示時期につきま

しては、期末後 50 日を超えることのないよう、さらなる決算・開示体制の強化をすすめ、決算

内容を期末後 45 日以内に開示するように取り組んでまいります。 

 

 

株主・投資家の皆様をはじめ、市場関係者およびお取引先の皆様に、多大なご迷惑とご心配をおか

けしておりますことを深くお詫び申し上げます。 

 
以上 


